
釧路市告示第 254 号 

                              

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下｢政令｣という。）第 167 条の 11 第 2 項の 

規定により、2026 年度（令和 8 年度）において釧路市が発注する主な除雪業務の委託契約に

係る指名競争入札（以下｢指名競争入札｣という。）に新規に参加する者に必要な資格、申請の

時期及び方法等を次のとおり公示する。 

 

２０２６年（令和８年）７月１日 

                           釧路市長  鶴 間 秀 典 

第1 委託業務の種類 

１． 除雪業務 

（１） 車道除雪業務・歩道除雪業務・排雪業務・雪運搬業務・雪捨場整地業務・凍

結防止剤並びに滑止剤散布業務及びその他除雪に必要と認められる業務を

含む。 

第2 資格要件 

 指名競争入札に参加できる者の資格は、申請時において次に掲げる要件を満たすも

のであること。ただし、釧路市の除雪業務を行うため、釧路市除雪業者選定委員会

において承認を受けた場合はこの限りではない。 

１． 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下政令という。）167 条の 11 第 1

項において準用する政令第 167 条の 4 各号の規定により、指名競争入札への参加を

排除されていない者であること。 

２． 除雪業務の履行期間において、釧路市建設工事等指名停止等取扱要綱第 2 条第 1

項による指名停止を受けていないこと。 

３． 自己の営業に関し、法令の規定に基づく許可、認可及び登録等を必要とする場合

にあっては､当該許可、認可、登録等を受けていること。 

４． 釧路市税又は主たる営業の事務所をおく市町村等の税を滞納していないこと。 

５． 第 1 の委託業務の種類の業務を受託可能な者であること。 

６． 除雪業務に使用する別表に掲げる車両（以下「除雪車両」という。）のいずれかを

保有、若しくは使用権を所有していて、運転に必要な免許及び資格を有する運転手

を配置できること。 

７． 前項第 6 に規定する除雪車両（ブルドーザを除く）については、道路交通法（昭

和 35 年法律第 105 号）に基づく措置を行い、かつ、自動車損害賠償保障法（昭和

30 年法律第 97 号）に定める責任保険及び任意の自動車保険に加入しているもので

なければならない。 

   また、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）に基づく一般貨物自動車運

送事業の許可を受けていること。 

８． 委託業務の実施に当たり、釧路市が編成した各除雪地区ブロックに他の落札業者

と共同体を構成することができること。 



第3 資格の有効期限 

    資格決定の日から１年間 

第4 資格の消滅 

    指名競争入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには､第３

に規定する有効期限にかかわらず、当該指名競争入札への参加資格は消滅する。 

    １ 申請時に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

    ２ 第２に規定する資格要件に該当しなくなったとき。 

第5 申請時期等 

 １．申請用紙の交付 

２０２６年(令和８年)７月１日から２０２６年(令和８年)７月１６日までの 

午前８時５０分から午後５時２０分まで。 

    ただし、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日、祝日、

土曜日及び日曜日を除く。 

 ２．申請の受付 

２０２６年(令和８年)７月１日から２０２６年(令和８年)７月１６日までの 

午前８時５０分から午後５時２０分まで。 

    ただし、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日、祝日、

土曜日及び日曜日を除く。 

 ３．交付および受付場所 

    住 所 釧路市古川町２８番地１  

    名 称 釧路市都市整備部道路維持事業所 

    電 話 (０１５４)２４－３３２２ 

     

住 所 釧路市阿寒町中央１丁目４番１号  

    名 称 釧路市都市整備部阿寒建設課（阿寒町行政センター内） 

    電 話 (０１５４)６４－６１９１ 

     

住 所 釧路市音別町中園１丁目１３４番地  

    名 称 釧路市都市整備部音別建設課（音別町行政センター内） 

    電 話 (０１５４７)６－２２３１ 

第6 申請方法 

第 5 に規定する申請用紙に必要書類を添付し、直接受付場所に提出すること。 

（郵送及びＦＡＸによる申請は認めない） 

第7 資格審査結果 

    資格審査の結果は、審査終了後通知書の郵送等により通知する。 

第8 申請内容の変更 

    申請者は、入札参加資格を得た後に申請内容に変更が生じた場合は、速やかにその

事実を証明する書類を添付して届け出なければならない。 



【別 表】 

 

（１） 歩車道除雪業務車両 

 

 機  種 装  備（備考） 主な用途 

ア モーターグレーダ 土工刃 車道除雪 

イ タイヤショベル 

プラウ（アングリング又はサイドス

ライド式アングリング又は汎用）ま

たはバケット 

車道除雪 

 

ウ 小型タイヤショベル  
車道除雪・歩道除雪 

グレーダ補助除雪 

エ ロータリー除雪車  車道除雪 

オ 小型ロータリー除雪車  
歩道除雪 

（ハンドガイド含む） 

カ 除雪トラック 
プラウ、トラックグレーダ 

（サイドウイング装着可） 
車道除雪 

※ 車両の規格については、別途協議とする。 

 


